
　
３
月
定
例
議
会
の
閉
会
に
当
た
り
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
定
例
会
は
、
３
月
８
日
か
ら
本
日
ま
で
の
18
日
間
で
、
新
年
度

予
算
案
や
指
定
管
理
者
の
指
定
議
案
を
は
じ
め
多
く
の
重
要
議
案
が

提
案
さ
れ
、
二
元
代
表
制
の
も
と
で
の
議
会
議
員
の
立
場
か
ら
議
員 

各
位
が
、
高
い
問
題
意
識
と
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
発
揮
し
熱
心
に
審
議

さ
れ
、
一
般
質
問
に
お
い
て
も
高
い
調
査
能
力
と
日
頃
の
政
務
活
動

か
ら
の
村
民
の
意
見
を
反
映
す
べ
く
多
く
の
提
案
・
質
疑
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
議
長
と
し
て
新
た

め
て
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
誇
り
に
思
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
又
、
村
当
局
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
説
明
資
料
も
充
実
し
、
議
案
審
議
に
対
し
て
も
真
摯
に
対
応
下
さ
い
ま

し
た
課
長
や
職
員
の
皆
さ
ん
、
お
陰
を
も
ち
ま
し
て
本
日
こ
こ
に
全
議
案
の
審
議
を
終
了
し
、
閉

会
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
村
当
局
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
一
般
質
問
で
の
提
案
や
委
員
長
報
告
を
は
じ
め
、
各
識
員
か
ら

の
意
見
や
指
摘
事
項
、
提
言
並
び
に
要
望
な
ど
を
村
民
の
声
と
し
て
真
摯
に
受
け
止
め
、
こ
れ
を

村
行
政
に
反
映
し
、
村
民
福
祉
の
向
上
の
た
め
職
務
に
精
励
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
さ
て
、
最
近
の
行
政
連
営
を
み
ま
す
と
、
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
事
例
が
多
々
あ
り
将
来

の
行
政
運
営
に
不
安
を
覚
え
ま
す
。

　
特
に
、
今
定
例
会
に
お
い
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
信
頼
関
係
の
も
と
で
役
場
当
局
や
議
会
と
連
携

を
と
る
べ
き
補
助
団
体
が
議
会
運
営
に
介
入
す
る
よ
う
に
礼
儀
を
失
し
た
抗
議
行
動
な
ど
一
連
の

行
動
で
、
議
会
運
営
や
行
政
運
営
に
お
い
て
も
異
例
の
状
況
が
お
こ
り
、
信
頼
関
係
を
損
な
う
結

果
を
招
い
た
こ
と
は
誠
に
残
念
の
極
み
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
連
の
行
動
は
行
政
当
局
と
は
事
前

の
調
整
や
報
告
も
な
く
当
局
が
知
ら
な
い
状
況
で
行
わ
れ
た
と
聴
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
、
当
局
の
補
助
団
体
に
対
す
る
、
指
導
・
管
理
監
督
の
不
徹
底
や
統
卒
力
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

の
欠
如
に
起
因
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ま
す
。

　
そ
の
他
に
も
、
交
渉
力
や
調
査
力
、
問
題
解
決
の
方
法
に
疑
問
を
感
じ
る
事
例
が
あ
り
ま

し
た
。

　
村
長
の
施
政
方
針
に
行
政
改
革
が
謳
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
役
場
内
部
で
の
統
卒
力
や
意
思
疎

通
の
改
善
な
ど
組
織
力
の
改
善
強
化
を
自
ら
の
行
政
改
革
の
重
点
課
題
と
す
る
こ
と
を
僭
越
な
が

ら
提
案
致
し
ま
す
。

　
厳
し
い
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
我
々
議
会
も
当
局
と
共
に
車
の
両
輪
と
し
て
、
健
全
な

行
政 

運
営
で
村
民
生
活
の
向
上
、
福
祉
の
向
上
を
願
う
思
い
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
御
理
解
い
た
だ

け
た
ら
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

　
人
事
異
動
の
季
節
と
な
り
ま
し
た
、
議
会
対
応
に
真
摯
に
取
り
組
ん
だ
職
員
、
又
、
議
会
運
営

を
サ
ポ
ー
ト
し
頑
張
っ
て
頂
き
ま
し
た
職
員
に
対
し
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
、
今

後
、
益
々
の
ご
活
躍
を
期
待
致
し
ま
す
。

　
役
場
職
員
の
皆
様
、
議
員
の
皆
様
ご
く
ろ
う
さ
ま
で
し
た
、
新
し
い
年
度
も
共
に
協
力
し
、
村

民
生
活
の
向
上
、
村
民
福
祉
の
向
上
を
第
一
の
使
命
と
し
て
頑
張
っ
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

議
長
あ
い
さ
つ

又
吉
　薫

議会の動き

4日
・北部市町村圏事務組合議会第59回定例会（北部会館：議長）
・北部市町村議会議長会定例総会（北部会館：議長）
・令和4年第2回定例会議会運営委員会（議員6名）
7日
・北部広域市町村圏事務組合例月出納検査（北部会館：議長）
・真栄田岬周辺活性化施設調査特別委員会（議員11名）
8日
・令和4年第2回恩納村議会3月定例会・本会議（開会）
12日
・うんな中学校第2回卒業式（うんな中学校：議長）
14日
・真栄田岬周辺活性化施設調査特別委員会（議員11名）
15日
・令和4年第2回恩納村議会3月定例会・本会議一般質問（6名）
16日
・令和4年第2回恩納村議会3月定例会・本会議一般質問（6名）
25日
・令和4年第2回恩納村議会3月定例会・本会議（閉会）
30日
・海の安全祈願祭（海浜公園ナビービーチ：副議長）
31日
・OISTウクライナ人科学者等への支援寄附金贈呈

1日
・人事異動辞令交付式（役場2階会議室：議長）
6日
・議会広報委員会第1回編集会議（議員6名）
7日
・第3回うんな中学校入学式（うんな中学校：議長）
13日
・議会広報委員会第2回編集会議（委員6名）
21日
・真栄田岬周辺活性化施設調査特別委員会（議員11名）
27日
・議会広報委員会第3回編集会議（委員6名）
28日
・北部広域市町村圏事務組合例月出納検査（北部会館：議長）
・副村長退職辞令交付式（役場2階会議室：議長）

3月 4月

11日
・議会広報委員会第4回編集会議（委員6名）
26日
・令和4年度北部市町村議会議長会第1回理事会・定例総会
（北部会館：議長）

5月

　
指
定
期
間
満
了
に
伴
い
、
提
案
さ
れ
た
真

栄
田
岬
周
辺
活
性
化
施
設
の
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
、
令
和
３
年
８
月
に
実
施
さ

れ
た
一
般
公
募
（
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
指
名
方

式
）
に
よ
り
、
申
請
５
団
体
中
『
一
般
社
団

法
人
恩
納
村
観
光
協
会
』
が
内
定
し
、
12
月

定
例
議
会
（
議
案
第
74
号
）
に
提
案
さ
れ
ま

し
た
が
、
付
託
を
受
け
た
経
済
建
設
民
生
委

員
会
の
審
議
で
の
結
果
、
指
定
管
理
者
制
度

に
関
す
る
重
要
案
件
で
あ
り
、
「
な
お
慎
重

に
審
査
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
事
を
理
由

に
継
続
審
議
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
令
和
４

年
１
月
25
日
、
当
協
会
か
ら
、
「
未
だ
に
継

続
審
議
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
の
指
定
管
理

者
の
準
備
等
に
つ
い
て
も
、
人
的
な
配
置
並

び
に
時
間
的
な
観
点
か
ら
」
今
回
の
指
定
管

経済建設民生委員会委員長報告

　本委員会は、令和4年3月8日の本会議において付託され議案について、17日・22日・23日・24日・25日、
全委員出席のもと委員会を開催し、説明員として副村長、商工観光課長、担当職員及び参考人として株式
会社まえだ役員、有志会代表に出席を求め、審査を行いました。その経緯と結果をご報告致します。
　本案は、恩納村真栄田岬周辺活性化施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項
の規定により、議会の議決を求めるものであります。
　本委員会は、今回の指定管理の指定先である（株）まえだに関し、公募の審査委員会の中で示された「地
域との融和や地域住民、区民に対する貢献等、非常に改善する余地がある。」との指摘の通り、これまでの
施設運営による株主間での混乱をはじめ、結束力の欠落等、諸課題解決に向けた取り組みを強く望むとこ
ろである。
　また、これまでの議会の議決等の経緯を踏まえ、改めて指定管理の在り方を学び直し、各指定管理先の
運営面だけでなく適正評価の基準を設け、所管事務調査や議会審議の中でしっかり審査を行い、チェック
機能を果たすべきと思慮しているところである。
　これまで村当局、（株）まえだ、有志会で行われた融和策、協議の中で指摘された懸案事項は次の通りで
ある。

　上記の懸案事項については、村当局として協定書とは別に覚書等を締結するなどの対応を検討され、諸
課題解決に向けた取り組みを強く要望するものである。

1．融和策として
　イ）株主以外からの役員（監査役）選出
　ロ）山田校区（4行政区）による今後の事業計画等を目的とした下部組織（協議会）の設置
　ハ）指定管理機関について毎年度適正評価を行う

真栄田岬周辺活性化施設

理
者
内
定
に
つ
い
て
、
辞
退
さ
せ
て
頂
き
た

い
と
、
「
辞
退
届
」
の
申
し
入
れ
が
あ
り
ま

し
た
。

　
内
定
者
の
辞
退
に
伴
い
、
村
当
局
か
ら
３

月
定
例
会
に
次
点
の
『
株
式
会
社
ま
え
だ
』

を
指
定
管
理
者
と
す
る
議
案
が
提
出
さ
れ
、

付
託
を
受
け
た
委
員
会
で
慎
重
に
審
査
を

行
っ
た
結
果
、
『
株
式
会
社
ま
え
だ
』
の
組

織
的
な
内
部
の
諸
課
題
解
決
に
向
け
た
取
り

組
み
を
強
く
要
望
す
る
な
ど
厳
し
い
委
員
長

報
告
も
あ
り
ま
し
た
が
、
全
会
一
致
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

ト
ピ
ッ
ク

ト
ピ
ッ
ク

真
栄
田
岬
周
辺
活
性
化
施
設
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
二
十
二
号
）

記事担当：山田政幸

地
域
活
性
に
期
待
!!

可
決
『
株
式
会
社

　
　
　ま
え
だ
』
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